
総　論
アジア太平洋地域の戦略環境が変化する

中、同地域におけるパートナーとしての関係
をロシアとの間で発展させることは、日本の
国益に資する。このような認識の下、ウクラ
イナ情勢などの国際情勢も踏まえつつ、日露
間の政治対話に努め、2014年には、3回の首
脳会談、1回の外相会談が行われた。

ウクライナ情勢の悪化（詳細については第
2章第4節1．（6）「ウクライナ」参照）を受
け、日本は、G7の連帯を重視し、事態の改
善に向けロシアが建設的役割を果たすよう、
累次の働きかけを行うとともに、一連の対露
措置を行った。同時に、日露関係は難しい舵
取りを迫られたが、政治対話の維持に努めつ
つ、個別分野での交流・協力を着実に行っ
た。

安全保障分野では、谷内国家安全保障局長
が訪露したほか、日露共同捜索・救難訓練な
どの防衛交流が実施された。経済分野では、
伝統的な主要協力分野であるエネルギーに加
えて、医療、都市環境、農業、省エネなどの
分野でも様々なプロジェクトが進んでいる。

また、 2014年は、日露両首脳により合意さ
れた「日露武道交流年」の下で、40以上の

事業が両国各地で開催されるなど、文化・ス
ポーツの分野でも活発な交流が図られた。

日露間最大の懸案である北方領土問題につ
いては、1月の次官級協議などにおいて交渉
が行われたが、両国の立場には依然大きな隔
たりがある。幅広い分野で日露関係全体を進
める中で、領土問題を解決して平和条約を締
結すべく、引き続きロシアとの交渉に精力的
に取り組む方針である。

中央アジア・コーカサス諸国は、アジア、
欧州、ロシア、中東を結ぶ地政学的な要衝に
位置し、石油、天然ガス、鉱物などの天然資
源が豊富である。また、この地域は、2014
年に国際治安支援部隊（ISAF）が撤収した
アフガニスタンに隣接することから、同国を
含む地域全体の安定、テロとの闘い、麻薬対
策といった国際社会が直面する重要課題に取
り組んでいく上で、今後も重要性が高い。

日本は「中央アジア＋日本」対話の枠組み
を通して中央アジアの地域協力を促進してき
た。2014年は同対話の立ち上げから10周年
に当たり、今後実践的な協力を強化していく
ことで各国が合意した。

第５節

ロシア、中央アジアと	
コーカサス
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各　論

	 1	 ロシア

（1）	 ロシア情勢

ア	 ロシア内政
3月のクリミア「併合」後、プーチン大統

領は、愛国主義的傾向を強める国民世論の圧
倒的な支持を獲得した。この支持を背景に、
9月に実施された統一地方選挙では、プーチ
ン大統領が「お墨付き」を与えた現職首長及
び与党「統一ロシア」が圧勝する結果となっ
た。

一方で、インターネットを通じた情報発信
の内容や外国資本によるメディア保有率を制
限する法改正が実施されるなど、言論・報道
の自由に対する規制が更に強化された。ま
た、テロ・過激主義対策法の対象拡大や罰則
強化、外国資本に対する監督強化に向けた法
改正も相次ぎ行われ、市民社会に対する締め
付けは一層強まっている。

連邦政府機構については、3月に「クリミ
ア担当」省、5月に北コーカサス担当省が新
たに設立され、9月に地方発展省の廃止が決
定された。

イ	 ロシア経済
近年、欧州経済情勢の影響などを受けて、

ロシア経済は低成長が続いていたが、2014
年後半に国際原油価格下落の大きな影響を受
けて、ウクライナ情勢をめぐる米国、EUな
どによる対露制裁もあいまって、急激に悪化
した。

ルーブルは対米ドルで年初来約50％下落
し、12月16日には1日で20％以上急落した。

資本流出も増大し、2014年の流出額は2013
年の約2.5倍の1,515億米ドルに達した。8月
に欧米諸国への対抗措置として導入された農
産品などの禁輸措置以降、食料品を中心にイ
ンフレが加速し、2014年のインフレ率は
11.4％に達した。こうした状況を受け、国内
投資と国内消費も低迷した。2014年の成長
率は0.6％にとどまった。

ウ	 ロシア外交
ロシアによるクリミア「併合」を含むウク

ライナ情勢をめぐり、米国、EUなどが対露
制裁措置を実施したのに対し、ロシアは対抗
措置を実施し、ロシアと米欧との対立が先鋭
化した。

一方、中国との間では、5回の首脳会談を
行い、ガス協力などの合意文書に署名するな
ど、戦略的パートナーシップを引き続き発展
させた。また、上海協力機構、BRICS首脳
会合などの多国間の枠組みでも連携が見られ
た。

ロシアは、独立国家共同体（CIS）諸国を
対外政策の優先地域と見なし、経済統合に力
を注いでいる。2015年1月にはロシア、カザ
フスタン、ベラルーシ、アルメニアによる

「ユーラシア経済同盟」が発足した。その一
方、EUとの間で連合協定に署名したウクラ
イナ、グルジア、モルドバとの間では軋

あつ

轢
れき

が
生じた。
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（2）	 日露関係

ア	 総論
極東・東シベリア地域の開発を重視し、世

界経済の成長センターであるアジア太平洋地
域との関係強化を積極的に推進しているロシ
アとの間で、アジア太平洋地域のパートナー
としての関係を発展させることは、日本の国
益のみならず、地域の平和と繁栄にも資する
ものである。日本とロシアは、安全保障、経
済、人的交流など様々な分野において協力関
係を築いている。その一方で、日露関係発展
の制約となっているのが北方領土問題であ
る。政府は、この問題を解決して平和条約を
締結すべく精力的に取り組んでいる。

イ	 ウクライナ情勢を受けた日露関係
ウクライナ情勢の悪化（詳細については第

2章第4節1．（6）「ウクライナ」参照）を受
け、日本は、首脳レベルを始め様々なレベル
で、ロシアに対し、平和的解決に向け建設的
な役割を果たすよう、累次にわたり働きかけ
を行った。また、3月、4月、7月、9月及び
12月の5度にわたり、特定個人の入国査証発
給停止、資産凍結、ロシアの特定銀行による
日本での証券発行の禁止、クリミア産品の輸
入禁止などの措置をとった。これに対し、ロ
シア側は、8月に行う方向で調整中であった
次官級協議の延期や特定の日本国民に対する
入国禁止措置などの「報復措置」をとった。
ウクライナ情勢を受け、日露関係はこのよう
に難しい舵取りを迫られたが、その中でも、
ASEM首脳会合（10月、於：イタリア）、
APEC首脳会合（11月、於：北京（中国））
の際の日露首脳会談を始めとする政治対話を
重ねるとともに、経済、安全保障、文化など
個別の分野における協力を着実に実施した。

ウ	 北方領土と平和条約交渉
北方領土問題は日露間の最大の懸案であ

り、北方四島は日本に帰属するというのが日
本の立場である。政府は、1956年の日ソ共
同宣言、1993年の東京宣言、2001年のイル
クーツク声明などこれまでの諸合意及び諸文
書並びに法と正義の原則に基づき、北方四島
の帰属の問題を解決して平和条約を締結する
との一貫した方針の下、ロシア政府との間で
精力的な交渉を行っている。

2013年4月の安倍総理大臣訪露の際に、両
首脳が、双方に受入れ可能な解決策を作成す
る交渉を加速化させるとの指示を両国外務省
に共同で与えることで合意したことを踏ま
え、2014年1月の次官級協議（於：東京）で
は、北方領土問題の歴史的側面や法的側面を
含め、全般的に率直な議論を行った。ミュン
ヘン安全保障会議の際の日露外相会談（2月、
於：ドイツ）、安倍総理大臣のソチ・オリン
ピック開会式出席の際の日露首脳会談（2月、
於：ロシア）においても、本問題を含む幅広
い対話が行われた。その後のウクライナ情勢
が日露関係にも影を落とし、夏に計画されて
いた次官級協議をロシア側が一方的にキャン
セルするなど、日露関係は困難な状況に直面
した。しかしASEM首脳会合の際の短時間

日ロ首脳会談（11月9日、中国・北京　写真提供：内閣広報室）
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の日露首脳会談（10月、於：イタリア）を
経て、APEC首脳会合（11月、於：北京）
の際には、久々に十分な時間をとって首脳会
談を行い、平和条約締結問題に関する率直な
意見交換を行うとともに、2015年の適切な
時期にプーチン大統領訪日を実現するための
準備を具体的に開始することで一致した。

日本は、北方領土問題の解決のための環境
整備に資する事業にも積極的に取り組んでお
り、四島交流、自由訪問及び墓参を実施して
いる。また、北方四島を含む日露両国の隣接
地域において、防災や生態系保全などの分野
での協力を進めている。

エ	 日露経済関係
日露経済関係は、過去数年着実に拡大して

きていたが、2014年の日露貿易額は約341億
米ドルで、過去最高額の前年（約348億米ド
ル）と比べ、微減となった。2013年4月の安
倍総理大臣の訪露以降、日露間では、医療、
都市環境、農業、省エネなどの分野で協力が
拡大してきている。政府としても、日頃より
日本企業と連携し、日露経済関係の着実な進
展に向けて尽力してきている。

ロシアの貿易投資環境については、2012
年の世界貿易機関（WTO）加盟などにより
一定の改善は見られるが、日本企業から依然
として問題点が指摘されており、「貿易投資
環境改善にかかる制度的問題に関する日露作
業部会」第3回会合（10月、於：モスクワ

（ロシア））、「ロシア経済近代化に関する日露
経済諮問会議」第4回会合（12月、於：ウラ
ジオストク（ロシア））などの枠組みも活用
し、ロシアに改善を働きかけている。エネル
ギー分野では、日本企業が参加する石油・天
然ガスプロジェクトとしてサハリン・プロ
ジェクトが進んでいるほか、極東及びヤマル
半島で進行中のLNGプラント建設プロジェ

クトにも日本企業が関与している。
そのほか、ロシア国内の6都市にある日本

センターが両国企業のビジネス活動や地域間
経済交流を支援している。同センターは、日
露経済交流分野で将来活躍する人材の発掘・
育成のため、経営関連講座や日本語講座、訪
日研修などを実施している。これまでに約6
万4,000人のロシア人が受講し、そのうち約
4,500人が訪日研修に参加した。

オ	 様々な分野における日露間の協力
日露間では、北朝鮮、イラン、シリアなど

の主要な地域問題について意思疎通が図られ
ているほか、アフガニスタン人麻薬取締官研
修プロジェクトといった具体的な分野での協
力も行われている。安全保障分野では、1月
の国家安全保障局の新設に伴い、3月及び5
月に谷内国家安全保障局長が訪露し、パトル
シェフ安全保障会議書記やラヴロフ外相と会
談し、意見交換を行った。また、10月の海
上自衛隊とロシア海軍による日露共同捜索・
救難訓練や海上保安庁巡視船によるロシア海
難救助機関との合同訓練の実施など、現場レ
ベルでの協力も継続している。人的交流に関
しては、日露青年交流事業の枠組みによる交
流が積極的に行われたほか、文化面において
も、伝統文化から現代文化に至るまで活発な
交流が図られた。スポーツ分野では、2月の
ソチ冬季オリンピックの開会式に安倍総理大
臣が出席したほか、2013年4月の日露首脳会
談で安倍総理大臣とプーチン大統領が2014
年を「日露武道交流年」と位置付けたことを
受け、40以上の事業が日露両国で行われた。
中でも、10月のロシア武道団による訪日演
武会の際には、安倍総理大臣夫人がなぎなた
演武を披露し、11月の日本武道代表団（団
長：高村自民党副総裁）の訪露の際には、日
本武道演武会にプーチン大統領が列席した。
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	 2	 中央アジア諸国とコーカサス諸国

（1）中央アジア諸国

2014年、日本が中央アジア諸国の地域協
力を促進するための枠組みとして立ち上げた

「中央アジア＋日本」対話が10周年を迎えた。
この10年の間に、関係国は、中央アジアの
安定と発展のためには地域協力が不可欠であ
るとの認識を広く共有するようになった。

このような背景の下、3月に実施した第6
回東京対話（知的対話）では、実践的な地域
協力のテーマとして「農業」を取り上げ、日
本と中央アジアの専門家が協力可能な分野や
方策について議論を行った。そのような日本
と中央アジアの協力プロジェクトは、政府間
の協力に限られるものではなく、日本企業の
参加も含めた「オール・ジャパン」での協力
が目指されている。7月には、議長国である
キルギスで開催された第5回外相会合に岸田
外務大臣が出席し、農業、麻薬対策・国境管
理、防災といった分野について議論を行い、
共同声明及び農業分野における協力に関する
ロードマップを採択した。

中央アジア各国との個別の関係も、概ね順
調に進展した。牧野外務大臣政務官のトルク

メニスタン訪問（4月）、麻生副総理兼財務
大臣のウズベキスタン訪問（5月）、薗浦外
務大臣政務官のウズベキスタン・タジキスタ
ン訪問（11月）、アスロフ・タジキスタン外
相の訪日（6月）、ジェエンベコフ・キルギ
ス共和国議会議長の訪日（11月）と、要人
の往来も活発に行われた。

また、資源開発分野のほか、製造業分野に
おいても日本企業が進出しつつあるカザフス
タンとの間では、10月に日・カザフスタン
投資協定が署名された。

第5回外相会合に出席する岸田外務大臣（7月16日、キルギス・ビシュ
ケク）

平成26年度ロシア連邦派遣日本武道代表団による日本武道演武会（11月8日、ロシア・ルジニキ・オリンピック・コンプレックス　小アリーナ　写真
提供：（左）ロシア大統領府、（右）日本武道館）

110

第２章 地球儀を俯瞰する外交



（2）コーカサス諸国

グルジア 1からは、前年の大統領選挙で当
選したマルグヴェラシヴィリ大統領が10月
に訪日し、安倍総理大臣と首脳会談を行っ
た。グルジアは6月にEUとの間で深化した
包括的自由貿易協定（DCFTA）を含む連合
協定に署名し、欧州への接近を一歩進めてお
り、民主主義などの普遍的価値を共有する両
国が引き続き協力していくことで一致した。
このほか、4月に牧野外務大臣政務官がアゼ
ルバイジャンを訪問した。

アルメニアについては、2015年1月1日に
日本大使館が開館した。これで全てのコーカ
サス諸国に日本大使館が設置されたこととな
り、二国間関係の緊密化が今まで以上に期待
される。

コーカサス諸国は、グルジアにおける南オ
セチア・アブハジア紛争 2や、アゼルバイ

ジャンとアルメニアとの間のナゴルノ・カラ
バフ問題 3といった領土をめぐる紛争を抱え
ており、依然として関係国間に緊張が生じて
いる。解決に向けた取組は引き続き行われた
が、進展は見られなかった。

1	 「グルジア」から「ジョージア」への名称変更については、在外公館名称位置給与法上の国名呼称を変更する改正法案の国会における審議を経た
のちに、同改正法の施行日に合わせ変更することとなるため、本書では「グルジア」を使用することとする。

2	 2008年8月、グルジアからの分離独立を目指す南オセチアとグルジアの武力衝突にロシア軍が介入し、グルジア・ロシア両国の武力紛争に発展
したが、紛争発生後約1週間でEU議長国であるフランスなどの介入により停戦。その際の合意に基づき、安全保障及び人道問題に関する協議を
行う国際会議がジュネーブで行われている。

3	 ナゴルノ・カラバフをめぐるアルメニアとアゼルバイジャンとの間の紛争。アゼルバイジャン内に存在する同地域の住民の大半はアルメニア人
であり、ソ連末期にアゼルバイジャンからアルメニアへの帰属変更要求が高まったため、1991年のソ連解体に伴って、アルメニアとアゼルバイ
ジャンとの間の紛争へと発展した。アルメニアは、1993年までにナゴルノ・カラバフのほぼ全域及びアルメニアとの回廊地帯を占拠。1994年、
ロシア及びOSCEの仲介により停戦合意したが、現在まで死傷者を伴う衝突が繰り返されている。OSCEミンスク・グループによる仲介で、1999
年以降、アルメニア・アゼルバイジャン両国の首脳・外相など様々なレベルで直接対話が継続して行われている。

アゼルバイジャン・イスマイリ地区のミジャン村幼稚園を訪問した牧野
外務大臣政務官（4月27日、アゼルバイジャン）
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